
サステナビリティ・コンプライアンス行動指針 

 

１．人権の尊重 

私たちは、伊藤忠グループ「人権方針」のもと雇用及び職場において、人種、性、宗教、信条、国籍、⾝体、病気、年

令その他非合理的な理由に基づく差別はいたしません。また、企業活動においてサプライチェーンを含めた全てのス

テークホルダーの人権を尊重し、児童労働の実効的な廃止・強制労働の撤廃に貢献します。 

 

２．働きやすい職場環境 

私たちは、多様性、人格、個性を尊重する働き方を重視し、差別やハラスメントのない、健康と安全に配慮した働きや

すい職場環境を作ります。 

 

３．地球環境の保護 

私たちは、環境に関する条約・法令を遵守し、環境保全に努めます。企業活動においては、伊藤忠グループ環境方

針のもと、省エネルギー・資源循環・環境汚染防止・水資源と生物多様性の保全等に配慮すると共に、GHG排出量の

削減に努め、環境配慮型ビジネスの展開を積極的に推進します。 

 

４．公正な取引 

私たちは、グローバルビジネスを展開する企業として、各国・各地域の競争法(独占禁止法)及び関係法令を遵守し、

取引の公正さを疑わせる行為を一切行いません。 

 

５．贈収賄の禁止 

私たちは、贈収賄に関する法令を遵守し、日本国内外を問わず、公務員またはそれに準ずる立場の者及び民間の取

引先の役職員に対し、不正な利益を得る目的で、金品・供応・便宜その他の利益供与を行いません。 

 

６．利益相反行為の禁止 

私たちは、自分のために会社と取引する、あるいは、個人的な目的で会社の財産・経費を使用する等、会社と利害が

対立する行為を行いません。 

 

７．業界法令の厳守と適切な輸出入管理 

私たちは、取り扱う商品に関する法規制の要求事項に沿った、あるいはそれを上回る水準の安全性対策を継続的に

実施します。貿易取引においては関連する法令や許認可等の手続きを遵守し、また、安全保障貿易管理の重要性を

認識し、日本及び各国の法令・国連安保理決議その他の国際合意等を遵守し、不適切な取引に関与しません。 

 

８．業務外非違行為の禁止 

私たちは、会社の一員との自覚を常にもち、業務外の時間であっても社会規範・倫理の逸脱を起こさないよう行動す

るとともに、万が一事件・事故等に巻き込まれた場合には速やかに会社に報告します。 

 

 



９．インサイダー取引の禁止 

私たちは、会社や取引先等に関する重要な未公表事実を知りながらその株式等の売買を行う等、法令に違反する内

部者取引（インサイダー取引）を行いません。 

 

10．情報の適切な取扱い 

私たちは、情報の適切な取り扱い・管理・保護・維持を徹底します。 

 

11．知的財産の保護 

私たちは、自社が保有する知的財産権を適切に保護及び管理すると共に、他人が保有する知的財産権を侵害する

ような事業活動を行いません。 

 

12．社会貢献 

私たちは、伊藤忠グループ社会貢献活動基本方針のもと、事業活動によって地域経済発展へ貢献し、事業地域及び

世界各地における社会貢献活動を通じ、地域社会及び国際社会において、ステークホルダーとの相互信頼を獲得し

ます。 

 

13．反社会的勢力・犯罪行為への不関与 

私たちは、反社会的勢力からの不当な要求に対して金銭等による安易な妥協を拒否し、反社会的勢力及び関係する

組織または個人とは、いかなる関係も持たず、取引も行いません。また、テロ行為またはマネーロンダリング等の犯

罪には一切関与せず、取引の過程でこれらの犯罪に利用されないよう十分に注意します。 

 

14．報告・相談 

私たちは、本行動指針に反する行為あるいはその可能性のある行為を発見または自ら行った場合は、上長に直ちに

報告します。更にこの行為がコンプライアンス事案に該当するまたは該当するおそれがある場合、コンプライアンスプ

ログラムに従い、速やかに報告します。 
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